
 

  

 

 

 

 
 

県庁前に 「 新 事 務 所 」 オ ー プ ン ！ 
 

２００８年（平成２０年）７月１日。私たち特定非営利活動法人「おうみ犯罪被害者支援セン

ター」（ＯＶＳＣ）は、生まれ変わりました。 

この日から、活動の拠点となる事務所を大津市の滋賀県庁近くに移転するのに合わせ、同日午前、新事務所

の門出をしるす「開所式」を行ったのです。 
ともに被害者支援に携わる警察、行政などの関係者も

多数ご臨席いただく中、私たちは新事務所オープンを機

に、被害者の方々を支える取り組みに一層励むことを誓

いました。また直接的支援をはじめ活動の充実強化と同

時に、滋賀県公安委員会による「犯罪被害者等早期援助

団体（注）３ページ参照」の早期指定に向けた準備の推進を表明

しました。 
守山市内の旧事務所で産声を上げて８年余。被害者支

援は社会の要請とようやく認識されるようになってきた

いま、私たちは「被害者の方々と同じ思いで寄り添えれ

ば…」との初心を忘れず、新拠点にしっかり根を下ろして活動の実を挙げていきたいと願っています。  
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電 話 相 談  ０７７－５２５－８１０３ 

月～金曜日１０時～１６時（年末年始・祝日は除く） 
相談は無料、プライバシーは固く守ります 
研修を受けたボランティア相談員がお受けします 

 

面 接 相 談  予約が必要です 
まずは事務局（TEL：077-527-5310）へお電話ください 

  

直接的支援  事件直後からの生活支援、情報提供・相談などの援助、病院や法廷 
   への付き添いなどを行います。まずは事務局へお電話ください 

９

発行：NPO法人 おうみ犯罪被害者支援センター 
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E-mail ： npoovsc@yahoo.co.jp   ホームページURL ： http://homepage3.nifty.com/ovsc/



決意を新たに 新 事 務 所 の 開 所 式 
 

「おうみ犯罪被害者支援センター」（ＯＶＳＣ）の

新事務所開所式は７月１日午前１０時から、新事務

所がある滋賀県厚生会館２階会議室で行いました。

ＯＶＳＣのボランティア会員約２０人に加え、滋賀

県、滋賀県警をはじめ関係機関・団体、マスコミな

どの皆さんもご臨席のもと、沖野良枝理事長のあい

さつに続き、来賓の方々からご祝辞をいただきまし

た。橋本壽子事務局長による経過報告、事務所入り

口に掲出するネームプレートの引渡しを経て、最後

にボランティア会員を代表して松村裕美さん（１期

生）が新しい一歩を踏み出す決意表明を力強く行い、

式を終えました。式後、早速真新しいネームプレー

トを取り付けた新事務所を皆さんにお披露目。この

後は会員が手分けして近隣の公共機関や民間団体な

どを訪れ、犯罪被害者とＯＶＳＣへの理解と協力を

訴えました。 

沖野理事長あいさつ 被害者の「心」と「生活」のサポートへ新たな活動を進めます 
   
「おうみ犯罪被害者支援センター」（ＯＶＳＣ）は

平成１２年の開所以来、主に電話相談を通して被害

に遭われた方々の心の苦しみに耳を傾け、痛みが癒

されることを願って活動してきました。 

私は看護職として患者さんやご家族の苦痛や不安

にしばしば直面していましたので、犯罪被害に遭わ

れた方も同じような苦痛や不安・恐怖に陥っている

ため、長く心のサポートが必要なのだと感じていま

した。しかし、その後、被害に遭われた方々のお話

を聞かせていただくうちに、苦痛や不安に加え、理

不尽な事件によって引き起こされたことに対する強

い憤りや納得できないやり場のない怒りという苦悩

が加わっているのだと気付きました。理不尽なこと

への怒りは、より深い苦痛と整理しようのない思考、

先の見えない葛藤を伴うことでしょう。そうした深

い苦しみを和らげ、それまでの生活を取り戻してい

ただくためには、出来るだけ早い時期からのサポー

トが求められるといえます。 

 私たちは、新事務所開設を機に、被害後早期から

生活を含めた相談や面接、直接支援など、新たな活

動を進めていくことになりました。被害に遭われた

方々の心と生活を支援するため、警察や司法、行政

や福祉の専門家との緊密な協力・連携を一層強めて

いきたいと考えています。そうした活動を保証する

物心両面のご支援をこれまで以上にいただけるよう、

お願いいたします。 
 
 

来賓ご祝辞 
地域で支える輪の広がりを 
滋賀県県民文化生活部県民活動課長 福永忠克氏 

県は犯罪被害者の支援施策取組指針や県基本構想

で、関係部局・団体との連携による途切れのない支

援と「地域で多様な支え合いの輪を広げる」ことを

掲げており、その輪の重要な役割を「おうみ犯罪被

害者支援センター」に担っていただいています。早

期援助団体の指定で、早い段階から被害者に寄り添

った身近な支援への取り組みを期待しています。 

一層の連携強化を図りつつ 
滋賀県警察本部警察県民センター所長 中川好幸氏 

「おうみ犯罪被害者支援センター」は県内唯一の

民間支援団体として警察との密接な連携の下に献身

的な活動を推進していただいています。今後、被害

発生直後から援助をきめ細かく的確・確実に行うた

めには犯罪被害者等早期援助団体の指定が必要と考

えており、指定に向けセンターと一層の連携強化を

図りながら支援を行っていく所存です。 



 

 
 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

決意表明「志と熱意」を持って 
新しい一歩を踏み出します 

松村裕美ボランティア会員（ＯＶＳＣ１期生）  
私たち「おうみ犯罪被害者支援センター」は本日、この場所から新しい 

一歩を踏み出しました。開設当初、被害者支援について世間の関心はまだまだ低い時代で

したが、電話で聞かせていただく被害者ご自身のお話やご家族の悲痛な胸のうちに 
触れる中で、犯罪被害者の支援が本当に必要なのだと痛感しました。 
私たちは一人で耐え切れない人に寄り添って、ご自分の力で前を向かれる 

時が来るまで、いつもそばにいるとのメッセージを送り続けます。 
専門機関がカバーし切れなかったところにも、被害者と同じ目線で同じ 

思いで見詰め合える目を持ち、心の声を聴ける耳を持ち、悲しみに届く手 
でありたいと願っています。私たちは新しい一歩を踏み出すにあたり、 
皆様とともにますます適切な支援を目指して、真摯な志と熱意を持って 
活動していくことを、ここに決意表明します。 

＊私たちＯＶＳＣが指定を目指す 

「犯罪被害者等早期援助団体」とは？ 
思いもかけない犯罪などの被害に遭われた方やそのご家族等への支援は、できるだけ早い

時期からの取り組みが望まれ、民間支援団体には親身できめ細かくニーズに沿った活動が期

待されます。こうした民間団体を都道府県公安委員会が「犯罪被害者等早期援助団体」に指

定し、公正・確実な支援を推進するのがこの制度の狙いで、早期援助団体には警察からの詳

しい情報提供などが可能になります。 

 ただ、指定を受けるには▽被害者等の身の回りの世話などの生活支援、病院や法廷への付

き添いなど、さまざまな直接的支援にきちんと取り組める▽警察が被害者等の情報を伝えて

も、決して外部に漏れない－などの条件を満たしていなければならず、ＯＶＳＣは現在その

態勢作りを急いでいます。 

 ことし８月１日現在、全国では１９団体（１９都道府県）が指定を受けています。 

電話相談室 

面接相談室 

事務室 



4/26 警察学校講師 
 

6/20 ＪＲ近江八幡 
駅南口・まちの常夜 
燈事業『まもーり君』 
開所式に伴い、嘉田 
滋賀県知事と一緒に 

駅構内で広報啓発活動をする。 
 

7/1  事務所を大津市県庁 
前に移転。JR 大津駅、県庁 
周辺で広報活動。 

 

7/4-5 2008 年度第１回近畿 
ブロック研修会参加。被害者が全国どこでも同等の

支援を受けられるよう被害者支援者としてのあり方、

ケース検討など研修。 
 

7/6  TAV 交通死被害者の会｢滋賀家族会｣のみな

さんと交流。被害者の方が何を望まれたか、また現

在どのような支援を望まれるのか、お話を聞かせて

いただきました。 
 
おうみ犯罪被害者

支援センターの活動

は、ボランティア会

員が行っています。 
相談員の養成や研修、広報啓発活動、事務局運営など充

実した支援活動を継続するための経費を必要とします。 
被害者支援活動の意義をご理解いただき、賛助会員と

してぜひセンターの活動を支えてください。 
ご寄付なども随時お受けしております。皆様のご支援

をよろしくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

大津に事務所を移転すると同時に活動内容を拡充しました。電話相談の開設時

間の増設、面接相談の開始、直接的支援が利用できることなど、みなさんはご存知ですか？ 

まず、私たちの活動内容をお知らせしていかねばと、今日も広報啓発活動に取り組んでいます。（広報部会） 

賛助会員募集 
寄付のお願い 

≪賛助会員≫ （財）滋賀県交通安全協会 滋賀県農業協同組合連合会役員室 三菱樹脂株式会社 守山警察署

阪神ギフト （社）日本調教師会関西本部 （株）たいよう共済滋賀支店 （社）滋賀県自動車整備振興会 （社）

滋賀県指定自動車教習所協会 オプテックス（株） 滋賀県信用保証協会 近江八幡ロータリークラブ 滋賀県

自動車教習所 綾羽株式会社 （株）布引焼窯元 （社）全国霊柩自動車協会滋賀支部 滋賀県医師会 谷口興

業株式会社 中部近鉄百貨店 （社）滋賀県トラック協会 京セラ株式会社 株式会社平和堂 滋賀県市長会

日野薬品工業株式会社 日本電気硝子株式会社 （社）滋賀県モーターボート競走会琵琶湖事務所 （社）滋賀

県防犯協会 ダイキン工業株式会社 （株）モリヤマスポーツ 山田亘宏  古田侑子 マルエス開発株式会社

田中雅代 居波政恵 中橋絹子 北川孫隆 清水美代子 今井好子 
≪寄付≫ 宇田眞治 岡田良夫                敬称略 ＜受付：平成 20 年 1 月～７月分＞ 

ご支援ありがとうございます。なお、記載に不適切がございましたら事務局までご連絡下さい。 

◆団体賛助会員 年会費 一口 10,000 円 

◆個人賛助会員 年会費 一口  1,000 円 
 

滋 賀 銀 行  県庁支店 （店番１６０） 

      普通口座  ３０４０４４ 

びわこ銀行  本店営業部 （店番１１１） 

      普通口座  ５７６３８５ 

郵 便 局  専用の振込用紙をご利用ください

口 座 名 「おうみ犯罪被害者支援センター」

日  程 １０月２３日（木）開講 

基礎コース 全 7回 

    専門コース 全 3回 

会  場 滋賀弁護士会館会議室 

（JR 大津駅前すぐ） 

募集人数 30 名程度 

（定員に達し次第締め切ります）

応募資格 

●被害者支援の趣旨に賛同し、その活動にボラ

ンティアとして参加できる方 

●被害者支援について学びたい方 

●相談活動や相談の基礎知識に関心があり学

びたい方 

応募期間 2008 年 9 月 1 日～10 月 10 日 

応募方法 所定の申込用紙があります。 

 

＊詳細は事務局（TEL：077-527-5310）まで

お問い合わせ下さい。 


